
 

 

 

記 者 会 見 

 

日時：令和２年5月8日 

場所：市川市役所仮本庁舎4階 

第3委員会室 

 

〇主な項目 

 

 （１）令和2年５月議会臨時会について（総務部、財政部） 

     

（２）介護老人福祉施設市川ゆうゆうにおける感染者の状況について（福祉部） 

            

（３）軽症者等の宿泊療養施設及びドライブスルー方式によるPCR検査センター開設について 

（保健部）      

 

（４）緊急経済対策、特別定額給付金等の申請状況について（企画部、財政部、経済部） 

                    

（５）感染症に配慮した避難所について（危機管理室） 

                             

（６）「出勤者数の７割削減」に対する市の取り組みについて（総務部） 

                    

（７）学校等の休校中の学習支援について（学校教育部） 

                             

（８）新型コロナウイルス対策チャットボットの導入について（情報政策部）                    



☆歳出予算 千円

【歳出予算の内訳】

１．国の経済対策への対応 千円

① 特別定額給付⾦（1⼈当たり10万円の給付⾦） 千円
【内訳】給付⾦︓49,400,000千円、事務費︓476,991千円

② ⼦育て世帯への臨時特別給付⾦ 千円
（児童⼿当受給世帯の対象児童1⼈当たり1万円の給付⾦）
【内訳】給付⾦︓543,000千円、事務費︓22,816千円

千円

③ 認可外保育園等感染拡⼤防⽌⽀援補助⾦ 千円
（登園⾃粛に伴う保護者等の負担軽減）

④ 予備費（感染症対策等に柔軟かつ迅速に対応するため） 千円

☆歳⼊予算 千円

【歳⼊予算の内訳】

〇 国庫⽀出⾦ 千円
〇 繰⼊⾦（財政調整基⾦繰⼊⾦） 千円

【問い合わせ先】 企画部 特別定額給付⾦課⻑ 中崎　⼠ 047-712-8642

こども政策部 こども福祉課⻑ 渡部　薫 047-712-8539

こども政策部 こども施設⼊園課⻑ ⼩島　信也 047-704-0255

財政部 財政課⻑ ⼤塚　信之 047-712-8595

２．感染症対策への柔軟な対応 410,000

令和2年度⼀般会計補正予算（第2号）の専決処分について

　国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として実施される特別定額給付⾦及び⼦育て世帯への臨
時特別給付⾦のほか、市独⾃の⽀援策として実施する認可外保育園等への登園⾃粛要請に伴う負担軽
減など、緊急を要する経費について補正予算を編成する必要が⽣じましたが、市議会を招集する時間的余
裕がないことから、地⽅⾃治法第179条第1項の規定により4⽉27⽇付けにて専決処分を⾏いましたので、
お知らせいたします。
　なお、本件につきましては直近の議会に報告し、承認を求めるものとします。
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軽症者等受け入れ施設の開設について

帰国者

陽性患者

病院

自宅

症状の安定した入院患者は、宿泊療養施設へ 医療崩壊の危機を打開
自宅待機患者の不安解消, 症状急変患者の対応自宅待機患者を宿泊療養施設へ

保健所

新型コロナウイルス
感染対策連絡会事務局
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調整・搬送等

管内感染者
情報の管理

保健所
入退所者の調整 / 療養者の健康管理 /
検体キットの確保 / 検査機関へ搬送

医師会
療養者の検体検査 / 急患対応

市
生活支援 ( 食事配布, ゴミ・リネン回収 )
物品調達 ( 食事, 感染防護服等 )
医療補助

宿泊療養施設
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患者 かかりつけ医 検体採取
保健所
（千葉県管轄）

【ドライブスルー方式】

電話で相談

電話で相談

病院

市川市 PCR 検査方法

新設

車で検査センターへ

基本的にはこちら

感染が疑われる
症状がある

医師の判断で
紹介状を発行

01 医療機関の負担削減

ここまでは以前と変わらない流れ

02 03

それ以外の方

医療崩壊を防ぐ 病院の患者との接触ゼロへ

より素早く直接的に 感染の防止

保健所を介さずPCR検査へ



一般市民感染者（軽症等）
濃厚接触家族感染者（重症等）

自宅自宅療養入院

在宅避難
避難所
（一般）在宅避難

病院

感染症に配慮した避難所の運営体制
≪基本的な考え方≫ ①感染予防対策の徹底

②真に避難が必要な方の避難を促す

市公共施設

から選定

完全分離

自主避難所
小・中学校
公民館
その他施設

保健所の協力

体調悪化の
場合の体制

避難所内の感染防止策の徹底

完全分離

①健康状態に問題が無い方
⇒１人あたり６㎡（共用部含む）
の区画を確保（プライベート
テント等活用）

②発熱・咳、感染の疑いがある方
⇒隔離スペース（個室、屋根付
プライベートテント）に移動
保健・福祉活動チームによる対応

受付・問診
・検温等で健康チェック
・マスク着用の徹底
・手の消毒を施す

避難者の健康管理
保
健
所
へ
連
絡

衛生管理、換気、３密防止の空間分け

［必要物品］
感染防止関連・・・マスク、体温計、消毒液、ペーパー

タオル、プライベートテント等
生活必需品関連・・・毛布、カイロ、ウエットティッシュ、

紙コップ 等
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